
  

 

 

 

 

 

   ＮＰＯのチャレンジを応援する融資が誕生

北海道ＮＰＯバンクでは、これまでにのべ81団体1億3567万円への一般融資

ました。その使途の多くは運転資金、つなぎ資金です。今後は、新しくスタートす

ＮＰＯのスタッフのスキルアップも応援していこうと、このたび2 つのローンを

こととなりました。年に一度の募集です（今年度は2007年2月1日～28日

え、各1団体に融資します。熱意と夢にあふれる応募をお待ちしています。 

（次頁で融資条件などをご紹介し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯバンク融資（一般）申込み受付のお知らせ 

● 第１８回融資 → 申込開始２００７年１月１７日～２月１日／融資実行３月中旬以降 

● 第１９回融資 → 申込開始２００７年４月１７日～５月７日／融資実行６月中旬以降 

    ＊上記日程はあくまで予定ですので事務局までお問い合わせ下さい＊ 

出世払いローン「支払い猶予型ローン」

スキルアップをしたいＮＰＯスタッフが必要とする費用のローンです

資格取得などのチャレンジに50万円以内の資金を融資します（融資

るＮＰＯ団体になります）。1 年間の返済猶予がありますので、研修

た収入が得られるようになってからの返済プランが可能です。 

事業の社会性、事業計画・収支計画・返済計画の妥当性、団体の将来

設立準備中、あるいは設立して間もない団体または代表予定者が応募

ＰＯバンク事業組合の出資者、あるいは融資決定後NPOバンク事業

事業組合員になれること）。活動を応援する推薦者の推薦状が必要で

200万円以内。返済は事業が軌道にのってからでＯＫ（2年間の返

ＮＥＷ
人づくりローン「人材育成資金ローン」

ＮＥＷ
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★融資条件 

期 間／2年間の

    返済開始

金 利／２％固定

融資額／200万円

資金使途／開業資

保 証／無担保・

返済方法／元利一

     元利均

★お申し込みのでき

設立準備中又は設

★お申し込みに必要

申込書・事業計画

推薦書・定款また

★審査方法 

第1次（書類）第

ご利用方法その他詳

お問い合わせくださ

● お申し込み・

特定非営利

〒060-0062 

札幌市中央区南
２００７年２月１日～２８日 応募受付！ 

出世払いローン ＆ ＮＰＯ人づくりローン 

ンクは新しいことを始める熱意と夢のある団体を応援します。 

始める団体が、軌道にのってからの 

世払いローン「支払猶予型ローン」 

格取得にチャレンジするスタッフを 

くりローン「人材育成資金ローン」 

団体の中から審査の上、各1団体に融資します。 

「支払猶予型ローン」 

返済猶予 

後１年以内 

 

以内 

金・設備資金・運転資金 

保証人不要 

括返済 または 

等毎月返済 

る団体 

立して間もない団体 

な書類 

書・収支返済計画書・ 
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2次（プレゼン） 

人づくりローン「人材育成資金ローン」 

 

★融資条件 

期 間／１年間の返済猶予 

    返済開始後１年以内 

金 利／２％固定 

融資額／５０万円以内 

資金使途／スタッフのスキルアップの費用 

保 証／無担保・保証人不要 

返済方法／元利一括返済 または 

     元利均等毎月返済 

★お申し込みのできる団体 

融資を受けたいNPOスタッフが属する団体が

NPOバンク事業組合員であること  

★お申し込みに必要な書類 

申込書・研修計画書・収支返済計画書 

★審査方法 

第1次（書類）第2次（プレゼン） 

細につきましては、融資ご利用の手続き及び融資条件をご覧になるか、事務局まで

い。 

お問い合わせ ● 

活動法人 北海道ＮＰＯバンク［登録番号 北海道知事（２）石第02630号］ 

２条西１０丁目クワガタビル２Ｆ 北海道ＮＰＯサポートセンター内 

Tel 011-204-6523 Fax 011-261-6524 

http://npo-hokkaido.org/bank_hp/index.htm 
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２００６年１１月１７日付

毎日新聞（夕刊） 

 この秋、新聞各紙で「Ｎ

ＰＯバンク」が話題にの

ぼりました。ひとつは、

今年のノーベル平和賞を

受賞したムハマド・ユヌ

ス氏のグラミン銀行との

関連で。また、もうひと

つは、金融商品取引法、

貸金業規制法の消費者

保護を目的とした改正

に関連して。 

 後者について、全国の

ＮＰＯバンクとの連携で

解決を模索している状

況をリポートします。 

「ＮＰＯバンクへの2つの規制の波」 

瀧谷 和隆

２００４年後半から、ＮＰＯバンクに 2 つの規制の波が打ち寄

せた。 

一つ目の波は、『資金調達』への影響の波である。これは、『出資

者（投資家）保護』を目的とした『投資サービス法（後に「金融商

品取引法」と改称された）』であり、具体的には、一定以上の規模

のＮＰＯバンクも、公認会計士の監査を義務付けるなどといったも

のであった。この危機に対して、ＮＰＯバンク関係者が全国ＮＰＯ

バンク連絡会を組織し関係機関と協議を重ねた結果、「出資者に利

益配当を行わない出資（ＮＰＯバンク）については、当法の規制対

象外とする」という内容が当法に盛り込まれ、一つ目の波を乗り越

えることができた。 

2 つ目の波は、ＮＰＯバンクの『融資』への影響の波である。

これは、『融資先（債務者）保護』を目的とした『貸金業規制法』

であり、具体的には、融資（貸金）業者は５,０００万円以上の純

資産を有し、貸金業協会への加入を義務付け、担当者は資格試験に

合格しなければならないなどというものである。この危機に対して

も全国ＮＰＯバンク連絡会が動き、結果として、当法は「市民活動

を支える新たな金融システムを構築する観点から、法施行後二年六

月以内に行われる見直しに当たり、非営利で低利の貸付けを行う法

人の参入と存続が可能となるよう、法律本則に明記することなど、

必要な見直しを行う」という付帯決議が付いて可決され、２つ目の

波もひとまず乗り越えることができたと言えよう。 

今後も、ＮＰＯバンクやＮＰＯ法人制度が様々な改革の波を受ける

ことが予想されるが、全国のＮＰＯ関係者及び支援者が知恵と力と

合わせれば、必ず乗り越えることができると確信している。 

（たきやかずたか ＮＰＯ法人ＡＰＩジャパン理事長・ＮＰＯバンク

事業組合理事） 
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北海道ＮＰＯバンク第17回 

一般融資を12月に実施しま 

した。今回融資をおこなった 
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サポーター便りに掲載を希望する手記・情報がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡願います。 

また、ＮＰＯバンク事業組合にご加入の方で、住所等に変更があった場合はお手数ですが事務局まで 

御連絡ください。 

ＮＰＯバンクに対する問い合わせ先・資料請求先 

 〒060-0062 札幌市中央区南２条西１０丁目 クワガタビル２Ｆ 北海道ＮＰＯサポートセンター内  

 TEL:011-204-6523  FAX:011-261-6524  

npobank@npo-hokkaido.org  http://npo-hokkaido.org/bank_hp/index.htm 

ＮＰＯ法人ぶどうの木 

発達障がいを持つ子ども達を対象

にした児童デイサービスを北区で開

始しました。家庭的な雰囲気の中で

気持ちの発散と安定をうながしなが

ら、発達段階や特徴にあわせた個

別のスモールステップで療育するこ

とを大事にしています。将来的に

は、幼少期だけではなく思春期から

成人期へと一生涯にわたるサポート

をめざします。賛助会員募集中で

す！ 

◆融資金額 200万円（運転資金） 

理事長 井戸めぐみ 

住所 札幌市北区あいの里3条6丁目6-35 

電話番号 011-590-1260 

ＮＰＯ法人人材育成ネットワーク 

子どもから高齢者まで、健常者から

障がいを持った方まで、ひとりひと

りにスポットをあてたキャリア教育

を行い支援していきます。ホタルの

里を通じたまちづくりや障害者のＯ

Ａ訓練事業などを受託しているほ

か、パソコンや健康体操などの実

用セミナーやビジネスマナーなど資

格取得のための講座も開講してい

ます。 

（つなぎ資金） 

北見メッセＡ棟2階

http://www.jinzai-ikusei.net/ 

◆融資金額 200万円

理事長 上野栄一 

住所 北見市三輪423-5

電話番号0157-36-3671 

ＮＰＯ法人のんき村 

知的障害者デイサービスをおこなっ

ていましたが、障害者自立支援法へ

の移行により、地域に戻った障害者

が必要とするケアホーム、グループ

ホームの運営を始めました。無農薬

野菜やハーブの栽培、喫茶店の運

営、アイスクリームの生産・販売をお

こなっています。ＪＲ厚岸駅から車で

20分。話題の石炭アイスもぜひおた

めしください。 

◆融資金額 200万円（運転資金） 

理事長 小野寺敏雄 

住所 厚岸郡厚岸町大字大田村片無去 

電話番号 0153-57-2232 

http://www.h2.dion.ne.jp/̃nonki5/index.html 

ＮＰＯ法人さっぽろ介護ＮＰＯ支援ネット 

情報提供、運営相談などを通じて介
護ＮＰＯの支援をおこなっています。
事業者と利用者双方の支援をおこな
うことで介護事業全体の質の向上を
目指して活動しています。介護サー
ビス情報の公開についての指定調
査機関として調査業務をすすめてい
るほか、介護保険制度枠外のサー
ビスを提供している団体のデータベ
ー ス を 独 自 に 構 築 し 公 開
（http://www.kaigo21.jp/assist/）。 

◆融資金額 200万円（運転資金） 
代表理事 米田久美子 
住所 札幌市中央区北5西6 札通ビル8階
電話番号011-242-4333 
http://www.community.sapporocdc.jp/comsup
/sien-net/ 

ＮＰＯ法人平取町ふるさと親子留学推進協議会

日高管内平取町の振内小学校で平

成 16 年度から「ふるさと親子留学」

が始まりました。全校児童数60名程

度の恵まれた教育環境と山に囲ま

れ川の流れる豊かな自然環境の中

で子育てができます。小 1 から中 3

までの希望する期間を、親子一緒に

生活します。協議会では、受け入れ

の支援や情報提供、交流事業に取

り組んでいます。 

◆融資金額 200万円（つなぎ資金） 

理事長 渡辺隆之 

住所 沙流郡平取町振内町27-22 

電話番号 01457-4-7100 

http://furenai.com/education/furusatooyako/
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